
（平成２３年８月３日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 7 件

厚生年金関係 7 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 5 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 4 件

年金記録確認山梨地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                    

  

山梨厚生年金 事案 564 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を昭和 49 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を７万

6,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏        名 ：  男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住        所  ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 49 年３月 31 日から同年４月１日まで 

 昭和 48 年７月 16 日から 49 年４月１日までＡ社に出向していたが、

同社での 49 年３月の厚生年金保険料の記録が無いので、記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人から提出された給与明細書（昭和 49 年３月）及び出向前に在籍

していたＢ社の人事記録により、申立人は同社及びその関連会社に継続し

て勤務し（昭和 49 年４月１日にＡ社からＢ社に異動）、申立期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 49 年３月の給与明細

書から７万 6,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いが、事業主が資格

喪失日を昭和 49 年４月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所

（当時）がこれを同年３月 31 日と誤って記録することは考え難いことか

ら、事業主が同日を厚生年金保険の資格喪失日として届け、その結果、社

会保険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行

っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付

されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、

事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 



                    

  

山梨厚生年金 事案 565 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成９年 10 月 21 日から 10 年２月 21 日ま

での期間について、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記

録を 10 年２月 21 日に訂正し、当該期間に係る標準報酬月額を９年 10 月

は 26 万円、同年 11 月は 24 万円、同年 12 月は 26 万円、10 年１月は 20

万円とすることが必要である。 

また、申立人は、申立期間のうち、平成 11 年 10 月１日から同年 11 月

17 日までの期間について、厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日

に係る記録を 11 年 10 月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を同年

10 月は 24 万円とすることが必要である。 

なお、事業主が、申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行

したか否かについては明らかでないと認められる。 

また、申立人は、申立期間③のうち、平成 11 年 11 月から 13 年５月ま

での標準報酬月額については、事業主が当初社会保険事務所（当時）に届

け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額であったことが認

められることから、当該期間の標準報酬月額の記録を 26 万円に訂正する

ことが必要である。 

さらに、申立期間③のうち、平成 12 年７月から同年９月までの期間及

び同年 11 月から 13 年５月までの期間の標準報酬月額については、申立人

が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められることから、当該期間の標準報酬月額に係

る記録を 28 万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額（26 万円）に基づく厚生年金保険料を

除く。）を納付する義務を履行したか否かについては明らかでないと認め

られる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 39 年生 

    住 所 ：  

 



                    

  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  ① 平成９年 10 月 21 日から 10 年２月 21 日まで 

           ② 平成 11 年 10 月１日から同年 11 月 17 日まで 

           ③ 平成 11 年 11 月 17 日から 13 年６月 10 日まで 

    年金事務所からの通知を見て、厚生年金保険料を控除されているにも

かかわらず申立期間①及び②の厚生年金保険加入記録が無く、申立期間

③の標準報酬月額についても実際の報酬より低く記録されていることを

初めて知った。正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、雇用保険の加入記録及び申立人が所持する給与支

給明細書により、申立人が継続してＡ社に勤務し、申立期間①に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが、認められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人の所持する給与支

給明細書の保険料控除額から平成９年 10 月は 26 万円、同年 11 月は 24 万

円、同年 12 月は 26 万円、10 年１月は 20 万円とすることが必要である。 

申立期間②について、雇用保険の加入記録及び申立人が所持する給与支

給明細書により、申立人が継続してＡ社に勤務し、申立期間②に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人の所持する給与支

給明細書の保険料控除額から平成 11 年 10 月は 24 万円とすることが必要

である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付の履行については、当時

の事業主は既に死亡している上、当該事業所は廃業となっており、これを

確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せ

ざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日及び取得日に係る届出を社会

保険事務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料

及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

申立期間③について、オンライン記録によると、申立人のＡ社における

厚生年金保険の資格喪失日（平成 13 年６月 10 日）は、平成 13 年６月 22

日付けで処理されており、この時点において、申立人の申立期間③の標準

報酬月額は、26 万円と記録されていたところ、当該事業所が適用事業所

に該当しなくなった日（同年 12 月 10 日）と同日付けで、11 年 11 月 17

日に遡及して標準報酬月額を 15 万円に引き下げる処理が行われているこ

とが確認できる。 

また、申立期間当時、申立人は、当該事業所において営業・事務・スタ



                    

  

ッフへのアドバイス等全般の仕事をしていたとしており、自身の申立期間

における標準報酬月額に係る処理については、全く知らなかったと証言し

ていることから、申立人が社会保険事務について権限を有していた、又は、

当該事務処理の執行に当たっていたとは考え難い。 

これらの事実を総合的に判断すると、平成 13 年 12 月 10 日付けで行わ

れた遡及訂正処理は事実に即したものとは考え難く、申立人について 11

年 11 月 17 日に遡って標準報酬月額の減額処理を行う合理的な理由があっ

たとは認められないことから、当該減額処理に係る有効な記録訂正があっ

たとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、申立てどお

り、事業主が社会保険事務所に当初届け出た、26 万円に訂正することが

必要と認められる。 

一方、申立人は、標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準

報酬月額を改定又は決定し、これに基づく記録の訂正及び保険給付が行わ

れるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の

報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これ

らの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間③のうち、平成 12 年７月から同年９月及び同年

11 月から 13 年５月までの標準報酬月額については、申立人が所持する給

与支給明細書で確認できる給与支給額及び厚生年金保険料控除額から 28

万円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

前述のとおり、当時の事業主は既に死亡している上、当該事業所は廃業と

なっており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないこと

から、事業主は、当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料（訂正前の標準報酬月額（26 万円）に基づく厚生年金保険料を除

く。）を納付する義務を履行したか否かについては明らかでないと認めら

れる。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所に対し行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



                    

  

山梨厚生年金 事案 566 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、平成元年 12 月１日から２年 12 月１日まで

の期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該期間

の標準報酬月額に係る記録を 24 万円に訂正することが必要である。 

 なお、事業主は、当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51 年２月１日から９年２月 26 日まで 

    申立期間の標準報酬月額が、当時、実際に支払われた給与の額と比べ

低すぎることが分かった。標準報酬月額を給与相当額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき

標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立

人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、

これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間のうち、平成元年 12 月から２年 11 月までの標準

報酬月額については、申立人が提出した「平成２年分給与所得の源泉徴収

票」（写）において、標準報酬月額 24 万円に見合う保険料が控除されて

いることが確認できることから、当該期間の標準報酬月額に係る記録を

24 万円に訂正することが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

前出の源泉徴収票において推認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額

と、社会保険事務所（当時）において記録されている標準報酬月額が、申

立期間について長期間にわたり一致していないことから、事業主は、源泉



                    

  

徴収票において推認できる保険料控除額に見合う報酬月額を社会保険事務

所に届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該標準報酬月額に

見合う保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に

係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、昭和 51 年２月１日から平成元年 12 月 1 日まで

の期間及び２年 12 月１日から９年２月 26 日までの期間については、今回

の申立てに当たり、申立人から、「平成３年分の所得税の確定申告書（給

与所得者の還付申告用）」（写）が提出され、その「支払金額」から、報

酬月額がオンライン記録の標準報酬月額を上回っていることが推認できる

ものの、当該申告書の控除額の記載は所得控除の合計額のみであり、社会

保険料控除額の記載が無く、給与明細書、所得税源泉徴収票等の保険料控

除額を確認できる関連資料も所持していないため、当該期間については、

給与から控除された厚生年金保険料の額は確認できない。 

また、Ａ社の事業主は、「20 年以上前の書類は処分した。当時の帳簿

書類等は見当たらず、事務担当者も死亡しており、労務管理の実態は不

明。」と回答している上、当時の同僚６人のうち連絡が取れた者３人（他

の３人は死亡）からも事情聴取したが、当時の給与額及び給与からの保険

料控除額について明確に記憶している者はいないため、当該期間について

申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により控

除されたことを確認できない。 

さらに、Ｂ厚生年金基金が平成９年３月１日付で事業主に交付した、

「加入員資格喪失確認通知書」（写）には、申立人の資格喪失時の標準報

酬月額が 340 千円と記載されており、オンライン記録とも一致している上、

社会保険事務所による不自然な遡及訂正が行われた形跡も見当たらない。

このほか、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料が事業

主により給与から控除されていたことを示す関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間のうち、昭和 51 年２月１日から平成元年 12 月 1 日ま

での期間及び２年 12 月１日から９年２月 26 日までの期間については、厚

生年金保険被保険者としてその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                    

  

山梨厚生年金 事案 567 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められ

ることから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  ① 昭和 35 年 10 月１日から 36 年９月１日まで 

              ② 昭和 36 年９月１日から 37 年２月１日まで 

              ③ 昭和 37 年２月 10 日から同年９月 30 日まで 

                          ④  昭和 37 年 10 月 1 日から 40 年５月 21 日まで 

    申立期間については、脱退手当金を受取ったことになっているが、も

らったとされる昭和 41 年 12 月は結婚して国民年金を納めていた。脱退

手当金はもらっていないので、申立期間について記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間の脱退手当金は、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪

失日から約１年７か月後の昭和 41 年 12 月 14 日に支給決定されており、

事業主が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

   また、脱退手当金を請求する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被

保険者期間をその計算の基礎とするものであるところ、年金事務所に残さ

れている厚生年金保険脱退手当金支給報告書では、被保険者期間 47 月、

支給額 9,019 円となっているが、オンライン記録では被保険者期間 54 月、

支給額 9,019 円と記録されており、期間が相違するにもかかわらず支給額

は一致している。オンライン記録の 54 月で計算した場合、法定支給額は

１万 1,888 円となることから、脱退手当金を支給したとされている被保険

者期間の一部が受給されていないことが推認され、記録管理の齟齬
そ ご

が認め

られる。 

   さらに、厚生年金保険脱退手当金支給報告書で確認できる申立人の氏名

は、旧姓となっており、申立人は、昭和 41 年２月＊日に結婚して約 10 か



                    

  

月が経過しているにもかかわらず、旧姓での請求は不自然である。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



                    

  

山梨厚生年金 事案 568 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間のうち、平成４年８月１日から５年４月 26 日までの

期間について、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額

は、申立人が主張する標準報酬月額であったことが認められることから、

申立期間の標準報酬月額の記録を 22 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成４年４月 21 日から同年８月１日まで 

             ② 平成４年８月１日から５年４月 26 日まで 

    申立期間①は、平成４年４月に、Ａ社を退職後すぐにＢ社に就職した

が、厚生年金保険の記録は同年８月１日からしか確認できない。勤務

していたことは確かなので、厚生年金保険の被保険者であったと認め

てほしい。 

    申立期間②は、Ｂ社に勤務していた当時の給与は 20 万円以上あった

のに、その半分程度の金額の記録になっていることはおかしいので調

査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

    申立期間②について、申立人のＢ社における厚生年金保険の標準報酬月

額の記録については、当初、22 万円と記録されていたが、申立人の資格

喪失日（平成５年４月 26 日）から約 10 か月後の６年３月３日付けで、資

格取得時に遡って 10 万 4,000 円に減額訂正されていることが確認できる。 

また、当該事業所の厚生年金保険被保険者 53 人のうち、申立人と同様

に標準報酬月額が遡って訂正されている者が申立人を含め 49 人確認でき

る。 

さらに、申立人の雇用保険支給台帳で確認できる離職時賃金日額の記録

から、資格喪失前６か月間の賃金の平均額が 21 万円以上であったことが

確認できることから、遡及訂正前の標準報酬月額に見合う給与が申立人に

支給されていたことがうかがえる。 



                    

  

これらを総合的に判断すると、平成６年３月３日付けで行われた遡及訂

正処理は事実に即したものとは考え難く、申立期間において標準報酬月額

に係る有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間②に係

る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 22 万円に訂

正することが必要である。 

申立期間①について、申立人は、平成４年４月からＢ社に勤務していた

のに、同年同月から同年７月までの厚生年金保険の被保険者記録が無いこ

とはおかしいと申し立てているが、オンライン記録では、当該事業所が厚

生年金保険の適用事業所となったのは、申立人の資格取得日である同年８

月１日であることが確認できる。 

また、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたか否かに

ついての照会について申立人からの回答が得られない上、事業所も既に解

散しており事業主からの回答も得られず、申立期間当時の厚生年金保険新

規適用に係る手続及び厚生年金保険料の控除について確認できない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                    

  

山梨厚生年金 事案 569 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち平成８年４月１日から 20 年３月 23 日までの

期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められることから、申立人のＡ

社及びＢ社における標準報酬月額に係る記録を、８年４月は 44 万円、同

年５月は 41 万円、同年６月から同年９月までは 44 万円、同年 10 月は 38

万円、同年 11 月から９年６月までは 41 万円、同年７月は 38 万円、同年

８月は 30 万円、同年９月は 36 万円、同年 10 月は 32 万円、同年 11 月及

び同年 12 月は 34 万円、10 年１月は 30 万円、同年２月から同年７月まで

は 41 万円、同年８月は 38 万円、同年９月及び同年 10 月は 41 万円、同年

11 月及び同年 12 月は 38 万円、11 年１月から 13 年３月までは 41 万円、

同年４月から同年 11 月までは 38 万円、同年 12 月は 36 万円、14 年１月

及び同年２月は 34 万円、同年３月及び同年４月は 30 万円、同年５月及び

同年６月は 28 万円、同年７月は 30 万円、同年８月は 34 万円、同年９月

及び同年 10 月は 20 万円、同年 11 月及び同年 12 月は 28 万円、15 年 1 月

から 16 年９月までは 36 万円、同年 10 月から 18 年８月までは 34 万円、

同年９月は 32 万円、同年 10 月から同年 12 月までは 34 万円、19 年１月

は 32 万円、同年２月から同年８月までは 34 万円、同年９月から 20 年２

月までは 32 万円に訂正することが必要である。 

 なお、事業主は平成８年４月から 20 年２月までの上記訂正後の標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 63 年２月１日から平成 12 年５月１日まで 

                         ② 平成 12 年５月１日から 20 年２月 15 日まで 

                         ③ 平成 20 年２月 16 日から同年３月 23 日まで 

    私がＡ社に勤めていた申立期間①及び③、並びにＢ社に勤めていた申

立期間②の標準報酬月額の記録が会社からもらっていた給与額より少



                    

  

なくなっているので、厚生年金保険の記録を正しい記録に訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下

「特例法」という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これ

に基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除し

ていたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく

標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれ

か低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間②及び③のうち、平成 15 年１月から 20 年２月ま

での標準報酬月額については、事業主が提出した賃金台帳において確認で

きる保険料控除額又は報酬月額から、15 年１月から 16 年９月までは 36

万円、同年 10 月から 18 年８月までは 34 万円、同年９月は 32 万円、同年

10 月から同年 12 月までは 34 万円、19 年１月は 32 万円、同年２月から同

年８月までは 34 万円、同年９月から 20 年２月までは 32 万円に訂正する

ことが妥当である。 

また、申立期間①及び②のうち、平成８年４月から同年６月までの期間、

同年８月から９年８月までの期間、同年 11 月及び同年 12 月、11 年１月

から同年８月までの期間、同年 11 月から 12 年３月までの期間、13 年 1

月、同年４月から 14 年１月までの期間並びに同年３月から同年 11 月まで

の期間の標準報酬月額については、申立人が提出した給与明細書において

確認できる保険料控除額又は報酬月額から、８年４月は 44 万円、同年５

月は 41 万円、同年６月は 44 万円、同年８月及び同年９月は 44 万円、同

年 10 月は 38 万円、同年 11 月から９年６月までは 41 万円、同年７月は

38 万円、同年８月は 30 万円、同年 11 月及び同年 12 月は 34 万円、11 年

１月から同年８月までは 41 万円、同年 11 月から 12 年３月までは 41 万円、

13 年１月は 41 万円、同年４月から同年 11 月までは 38 万円、同年 12 月

は 36 万円、14 年１月は 34 万円、同年３月及び同年４月は 30 万円、同年

５月及び同年６月は 28 万円、同年７月は 30 万円、同年８月は 34 万円、

同年９月及び同年 10 月は 20 万円、同年 11 月は 28 万円に訂正することが

妥当である。 

さらに、申立期間①のうち、平成８年７月、９年９月及び同年 10 月並

びに 10 年１月から同年 12 月までの期間の標準報酬月額については、保険

料控除額等を確認できる給与明細書、源泉徴収票及び申立事業所の賃金台

帳が無く、実際の社会保険料控除額及び報酬月額が確認できないが、申立

人が提出した預金通帳の写し及び預金取引明細書に記載された振替給与額



                    

  

と当該期間の前後の給与明細書の各種控除額から類推できる当該期間の報

酬月額及び保険料控除額から、８年７月は 44 万円、９年９月は 36 万円、

同年 10 月は 32 万円、10 年１月は 30 万円、同年２月から同年７月までは

41 万円、同年８月は 38 万円、同年９月及び同年 10 月は 41 万円、同年 11

月及び同年 12 月は 38 万円に訂正することが妥当である。 

加えて、申立期間①及び②のうち、平成 11 年９月及び同年 10 月、12

年４月から同年 12 月までの期間、13 年２月及び同年３月、14 年２月並び

に同年 12 月の標準報酬月額については、保険料控除額等を確認できる給

与明細書、源泉徴収票及び申立事業所の賃金台帳並びに申立人の預金通帳

の写し及び預金取引明細書が無く、実際の社会保険料控除額、報酬月額及

び振替給与額がいずれも確認できないが、当該期間の前後の給与明細書の

保険料控除額から、11 年９月及び同年 10 月は 41 万円、12 年４月から同

年 12 月までは 41 万円、13 年２月及び同年３月は 41 万円、14 年２月は

34 万円、同年 12 月は 28 万円に訂正することが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主が実際の給料より低い報酬月額を届け出たとしていることから、そ

の結果、社会保険事務所（当時）は、当該標準報酬月額に見合う保険料の

納入の告知を行っておらず、事業主は当該期間の厚生年金保険料（訂正前

の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行

していないと認められる。 

一方、申立期間①のうち、昭和 63 年２月１日から平成８年４月１日ま

での期間については、事業主が「平成８年頃から、不正な届出をした。」

と回答しているところ、申立人が提出した４年１月、同年３月、同年４月

及び８年１月から同年３月までの期間の給与明細書において、控除されて

いた厚生年金保険料に見合う標準報酬月額は、事業主が届け出た標準報酬

月額に一致することが確認できることから、特例法の保険給付の対象には

当たらないため、あっせんは行わない。 



                    

  

山梨厚生年金 事案 570 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の、申立期間に係る標準報酬月額の記録については、当該期間の

うち、昭和 47 年 10 月１日から 48 年 10 月１日までは、３万 9,000 円に訂

正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

また、申立期間のうち、昭和 55 年４月 30 日から同年５月１日までの期

間について、申立人は、厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認められることから、Ａ事業所における資格喪失日に係る記録を

同年５月１日とし、当該期間の標準報酬月額を９万 8,000 円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 さらに、申立期間のうち、昭和 55 年５月１日から同年６月１日までに

ついては、申立人は厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが確認できることから、申立人のＢ社における資格取得日に係る記

録を同年５月１日とし、当該期間の標準報酬月額を 17 万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る昭和 55 年５月の厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 26 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間  ： ① 昭和 45 年 11 月１日から 55 年４月 30 日まで 

② 昭和 55 年４月 30 日から同年５月１日まで 

③ 昭和 55 年５月１日から同年６月１日まで 

    申立期間①で勤務していたＡ事業所での標準報酬等級が、実際に支給

されていた給与額からすると低いので調べてほしい。 

また、昭和 55 年にＡ事業所が倒産し、現場をそのままＢ社が引き継

いだ。申立期間②及び③の厚生年金保険被保険者資格が空白となってい



                    

  

るが、当該期間は継続して勤務しており、手元の給与支払明細書を見る

と、支給されていた給与から、厚生年金保険料が控除されていたことが

分かるので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違に

ついて申し立てているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付

の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、標準報

酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行

われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申

立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であること

から、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することと

なる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、算定基礎届等によ

る標準報酬等級の変更履歴及び申立人が保管する給与支払明細書におけ

る保険料控除額から、昭和 47 年 10 月から 48 年９月までは３万 9,000

円とすることが妥当である。 

なお、当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらない

ことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

給与支払明細書で確認できる厚生年金保険料控除額に見合う報酬月額の

届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについては、これ

を確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったと

は認められない。 

一方、申立期間のうち、昭和 45 年 11 月から 47 年９月までの期間及

び 48 年 10 月から 55 年３月までの期間の標準報酬月額については、給

与支払明細書により、控除されていた厚生年金保険料に見合う標準報酬

月額と事業主が社会保険事務所に届け出ていた標準報酬月額が一致する

ことが確認できることから、特例法による保険給付の対象に当たらない

ため、あっせんは行わない。 

 

２ 申立期間②について、申立人が保管する申立期間に係る給与支払明細

書により、申立人はＡ事業所に継続して勤務し、昭和 55 年４月の給与

から事業主により厚生年金保険料が控除されていることが確認できる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、上記給与支払明細書にお

ける保険料控除額から、９万 8,000 円とすることが必要である。 

一方、オンライン記録では、Ａ事業所は、昭和 55 年４月 30 日に厚生



                    

  

年金保険の適用事業所ではなくなっていることが確認できるものの、申

立人及び元同僚の申述などから、同年４月 30 日の時点で、当該事業所

の事業は継続しており、申立人を含め５人が在籍していたことが確認で

きることから、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満た

していたと判断される。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主から回答は得られないが、事業主が資格喪失日を昭和 55 年５月

１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年４月 30

日と誤って記録するとは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日

として届出を行い、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年４

月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入

の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合

又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期

間②の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

３ 申立期間③について、申立人が保管する昭和 55 年５月及び同年６月

の給与明細書により、申立人はＢ社に勤務し、厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立人の申立期間③の標準報酬月額については、給与明細書の

事業主の源泉控除が確認できる厚生年金保険料額から、17 万円とする

ことが妥当である。 

一方、社会保険事務所の記録によれば、Ｂ社は、昭和 55 年６月１日

から厚生年金保険の適用事業所となっているが、商業登記簿謄本によれ

ば、同社の設立は、同年４月 17 日であることが確認できる上、同社は、

同年６月に厚生年金保険の適用事業所となった時点で、厚生年金保険被

保険者が７名おり、そのうち５名はＡ事業所の社員であったことから、

Ａ事業所から事業を引き継いだ同年５月の時点において、Ｂ社は、当時

の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断

される。 

なお、事業主は、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履

行については、申立期間③において、適用事業所でありながら、社会

保険事務所に適用の届出を行っていなかったと認められることから、

社会保険事務所は、申立人に係る昭和 55 年５月の保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は、申立人の申立期間③の保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

山梨国民年金 事案 376 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 60年７月から 61年３月までの期間及び同年 11月から平成

元年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 60年７月から 61年３月まで 

             ② 昭和 61年 11月から平成元年３月まで 

    国民年金に加入しなければいけないということを昭和 61 年に知り、その

前年から納付することを決めた。きちんと収入を得ていたので納付したり

しなかったりということは有り得ないので詳しく調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「国民年金に加入しなければいけないということを昭和 61 年に

知り、その前年から納付することを決めた。」としているが、申立人自身に、

申立期間①及び②を通じて、国民年金の加入手続、保険料納付方法及び納付

額についての具体的な記憶が無く、家族が申立人の国民年金保険料を納付し

ていた事情も見当たらないことから、保険料納付の状況が不明である。 

また、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（日記、

メモ、家計簿等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、Ａ市の国民年金被保険者台帳の納付記録欄においても、申立期間

の国民年金保険料は未納となっていることが確認でき、当該台帳に不自然さ

は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



山梨厚生年金 事案 571 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37年 11月１日から 39年８月 10日まで 

② 昭和 39年９月１日から 40年４月 18日まで 

③ 昭和 40年 11月１日から 42年４月１日まで 

④ 昭和 42年４月４日から 43年９月１日まで 

⑤  昭和 43年９月 12日から 44年３月 26日まで 

    私は、社会保険事務所（当時）へ相談に出向いた際、申立期間について

脱退手当金が支給済みとなっていることを知った。中学卒業後すぐに勤め

た記録が残っているのに、その後の記録が無いことに納得できないので記

録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者名簿の申立人欄に脱退手当金支給を意味す

る「脱」に丸印が付されているとともに、オンライン記録にある支給対象月

数及び支給額に計算上の誤りは無く、退職の３か月後の支給となっているな

ど一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、脱退手当金支給済みの最終事業所であるＡ社を同時期に退職した同

僚は、「退職の際に会社から脱退手当金についての説明があり、受取の意思

がある場合は代理で請求をしてくれたような気がする。」と申述しており、

事業所による代理請求の可能性も否定できない。 

このほか、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

なお、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保



険者期間をその計算の基礎とするものであるが、申立人については、申立期

間の前にある被保険者期間が、その計算の基礎とされておらず、未請求とな

っている。しかし、申立期間と未請求の被保険者期間の厚生年金保険被保険

者台帳記号番号は別番号で管理されていることが確認できることから、当該

一部未請求だけをもって不自然な請求であるとまでは言えない。 



山梨厚生年金 事案 572 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37年 10月１日から 40年 12月 25日まで 

             ② 昭和 41年１月６日から 43年 10月 26日まで 

    60 歳になる少し前、社会保険事務所（当時）で、申立期間①及び②の期

間について脱退手当金を受け取っていると言われた。しかし、脱退手当金

を受け取った記憶が無いので、申立期間について年金記録を訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の厚生年金保険脱退手当金支給報告書には、申立人に対して脱退

手当金を支給したことを示す資格期間、支給金額及び支給年月日の記載が確

認できる上、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期

間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約２か月後の昭和 43 年 12 月

18日に支給決定されており、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者記号番号払出簿には脱退手当金が支

給されたことを示す「脱Ａ」の押印と日付の記入がある上、Ｂ事業所勤務時

の健康保険厚生年金保険被保険者原票の備考欄にも、「脱」の文字が手書き

されている。 

このほか、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに、脱退

手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

なお、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保

険者期間をその計算の基礎とするものであるが、申立人については、申立期

間の前にある被保険者期間が、その計算の基礎とされておらず、未請求とな



っている。しかし、申立期間と未請求の被保険者期間の厚生年金保険被保険

者台帳記号番号は別番号で管理されていることが確認できることから、当該

一部未請求だけをもって不自然な請求であるとまでは言えない。 



山梨厚生年金 事案 573 

   

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年６月１日から 37年４月１日まで 

    社会保険事務所（当時）へ相談に出向いた際、申立期間について脱退手

当金を受け取っていることを知らされた。私は、脱退手当金のことを知ら

ず、受け取った記憶も無いので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の厚生年金記録には、申立人に対して脱退手当金を支給したこと

を示す資格期間、支給対象月数、支給金額及び支給年月日が確認でき、申立

期間の脱退手当金は支給対象月数及び支給額に計算上の誤りは無く、退職後

６か月後に支給となっているなど一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人と同日に申立てに係る事業所を退職した女性２人にも脱退手

当金支給の記録があり、申立人と同月に支給した記録となっている。 

このほか、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

なお、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保

険者期間をその計算の基礎とするものであるが、申立人については、申立期

間の前にある被保険者期間が、その計算の基礎とされておらず、未請求とな

っている。しかし、申立期間と未請求の被保険者期間の厚生年金保険被保険

者台帳記号番号は別番号で管理されていることが確認できることから、当該

一部未請求だけをもって不自然な請求であるとまでは言えない。 



山梨厚生年金 事案 574 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏     名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63年６月１日から平成３年 11月１日まで  

申立期間について、20 万円くらいの給与を支給されていたのに、標準報

酬月額が 15 万円と実際よりも低く記録されている。正しい記録に訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「申立期間は正社員から嘱託になった時期であるが、16 万円の

基本給と諸手当を合わせて 20 万円くらいの給与を支給されていた。」と主張

しているところ、元事業主は、「申立期間に係る給与額や厚生年金保険料の

控除額が分かる賃金台帳等関連資料が廃棄されているので、申立人の報酬月

額及び保険料控除額について確認することはできないが、嘱託社員の基本給

は 12万円から 13万円くらいで、諸手当と合わせても 16万円前後であり、嘱

託社員に継続して 20 万円の給与の支給はできなかった。」と回答しており、

現存する他の嘱託社員に係る平成 12 年の給与・賞与明細書から事業主の証言

が裏付けられる。 

また、Ａ厚生年金基金（平成２年 11月１日資格取得、３年 11月 20日資格

喪失）登録の標準報酬とオンライン記録は一致している。 

さらに、申立期間のうち、昭和 63 年 10 月の算定基礎届の記録が一旦取り

消された事務処理が確認できるが、これは同年６月の月額変更届を入力する

ために行われたものと推測されることから、処理に不自然な点はうかがわれ

ず、申立期間中在職していた他の社員についても、遡及訂正等不自然な処理

が行われた形跡は見当らない。 

加えて、申立内容を確認できる給与明細書等の関連資料や周辺事情も見当

らない。 



これらの事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判

断すると、申立期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることは

できない。 


